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平成２０年度事業報告 

ユニバーサルサービス制度が施行されてから、本年度をもって３年が経過し

交付金の交付及び負担金の徴収に係る業務についても順調に推移してきている。 

平成２０年度は以下の事業を推進し、制度のより一層の定着化に努めた。 

 

 

１ 交付金の交付及び負担金の徴収に係る関係業務の的確な実施 

 

（１）交付金の交付、負担金の徴収に係る業務の的確な実施 

 

関係省令の改正等の影響から、合算番号単価が月額７円から６円に改定と

なり、この月額６円の合算番号単価を適用して、平成２０年度において徴収

が必要な負担金総額（平成１９年度認可分：約１３６億円）を負担対象事業

者４０社（平成２０年度末現在）から徴収し、これを適格電気通信事業者に

対して交付金として交付するとともに支援業務費に充当してきた。 

ただし、平成２０年度は月ごとの稼働電気通信番号数の増加割合が対前年

度比で鈍化したこと等の影響によって、平成１９年度認可分に係る最終算定

月が平成２１年１月となったため、当該負担金総額の徴収期間が平成２０年

４月から平成２１年４月までの１３ヶ月間となった。このため、独立監査人

及び当協会監事の指示・助言の下、平成１９年度認可分に係る平成２１年４

月徴収分（約１億円）については平成２０年度未収金として決算処理し、平

成２１年４月交付及び支援業務費充当分（約１億円）については平成２０年

度未払金として決算処理を行った。 

なお、納付遅延や未納を防止する観点から、支援機関において各接続電気

通信事業者等との連絡調整等を密に行った結果、未納額及び未処理額ともに

０円となっている。 

 

（２）交付金の額及び負担金の額等についての認可申請の円滑な実施 

 

関係法令に基づき番号単価等を算定するとともに、交付金の額及び交付方

法並びに負担金の額及び徴収方法の認可申請を次のとおり行い、申請のとお

り認可となっている。これらの認可を受け報道発表及び接続電気通信事業者

等への通知等を行った。 

 

①交付金の額及び交付方法 
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平成２１年度における交付金の額及び交付方法について、電気通信事業

法（以下「法」という。）第１０９条第１項の規定に基づき、総務大臣に

対し平成２０年９月２２日付けで認可申請を行い、同年１１月２５日付け

で認可となった。 

 

②負担金の額及び徴収方法 

平成２１年度における負担金の額及び徴収方法について、法第１１０条

第２項の規定に基づき総務大臣に対し平成２０年９月２２日付けで認可

申請を行い、同年１１月２５日付けで認可となった。 

 

③番号単価の算定 

総務省告示第４２９号（平成１８年７月３１日）に基づき、平成１９年

９月に算定した合算番号単価及び番号単価について平成２０年１月末の

算定対象電気通信番号数を基に平成２０年４月に、平成２０年７月から最

終算定月まで適用の合算番号単価及び番号単価の修正算定を行い、合算番

号単価は６円のままとして、番号単価の修正を行った。 

また、平成２０年６月末の算定対象電気通信番号数を基に平成２０年９

月に、平成２１年度適用の合算番号単価及び番号単価の算定を行い、合算

番号単価については月額８円と算定した。 

 

（３）外部監査体制の確立とチェック機能の強化 

 

①交付金の交付及び負担金の徴収事務を適正かつ公正・確実に実施するため、

２名の公認会計士による外部監査体制を平成１９年度から導入してきて

いるが、平成２０年度からは、これまで実施してきた基礎的電気通信役務

支援機関業務特別会計（以下「特別会計」という。）に加え、一般会計に

ついても外部監査の対象としチェック機能の強化等を図ってきた。 

 

②平成２０年度決算に係る外部監査については、平成２０年１０月に中間監

査を、また平成２１年５月に監査を受け、共に「適正に処理されている。」

旨の報告書の提出を受けているところ。 

 

２ 周知・広報活動及び問い合わせ対応の実施 

 

（１）多面的な周知・広報活動の実施 
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ユニバーサルサービス制度について、より一層の周知を図るため、これま

での周知広報活動に加え、インターネットの多面的な活用や新たな行事の実

施などを行ってきた。その実施状況等具体的には以下のとおりである。 

 

①報道発表 

即時的に広く周知を図る観点から、平成２０年度における番号単価の修

正や平成２１年度に適用の番号単価の算定結果、交付金・負担金の額等の

認可申請及び認可についての報道発表を行い情報の公開に努めた。 

 

②新聞広告による周知 

平成２１年度に適用する番号単価について、平成２０年１１月末から１

２月初頭にかけて、全国紙、地方紙あわせて５０紙の新聞に半２サイズの

広告を掲載（朝刊１回）し、平成２１年度適用の番号単価が月額６円から

８円に改定されることについて周知を行った。特に、広告効果のより一層

の向上を図るため、発行部数の多い上位２紙（読売、朝日）において１面

突き出し広告を同時掲載した。 

このほか、平成２０年１２月において、日本消費経済新聞へ広告記事を

掲載するとともに、平成２０年８月に親子見学･説明会を開催した仙台及

び福岡市内とその周辺地域を対象に無料配布されている「仙台リビン

グ」・「福岡リビング」へ番号単価改定に関する広告をそれぞれ掲載した。 

 

③ホームページ及び自動音声・ＦＡＸ案内サービスを活用した周知 

支援業務に係る情報は可能な限りホームページ及び自動音声・ＦＡＸ案

内サービスにより広く周知を図ってきた。 

ホームページへのアクセス数は、月平均７,０００程度であるが、平成２

１年度適用の番号単価に関する情報を掲載した平成２０年９月から徐々

に増加傾向を示し、平成２１年１月のピーク時においては月間アクセス数

が３６,０００を超えるに至った。また、自動音声・ＦＡＸ案内サービスは、

インターネットを利用されていない方々への情報提供のため、ホームペー

ジに掲載の内容とほぼ同一の情報を電話及びＦＡＸにより提供してきて

いるが、アクセス数は月平均２０回、ピークの月（平成２１年１月）で４

０回程度となっている。 

 

④パンフレットによる周知 

ユニバーサルサービス制度の概要及び番号単価の改定などを内容とす

るパンフレットを２２,０００枚作成し、地方公共団体や消費者団体、電気
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通信事業者等に配布することで、同制度の概要や番号単価の改定等への理

解をより一層深めるための周知広報活動を展開した。 

 

⑤親子見学・説明会の開催（新規実施） 

ユニバーサルサービスについて世代を超えて理解を深めていただくこ

とを目的に、夏休みの時期を利用した「親子見学・説明会」を仙台市内及

び福岡市内において平成２０年８月に開催し、仙台会場では１３組２８名、

福岡会場では１５組３４名の親子の方々にご参加いただくとともに、加え

て各地方の報道関係者の方々にも同行いただいた。 

見学会においてＮＴＴ東西のユニバーサルサービス関連施設や１１０

番通信指令センターを見学いただき、また、説明会においてユニバーサル

サービス制度の概要等の説明を収録した支援機関作成ＤＶＤビデオの上

映や参加者の方々を交えた意見交換を実施した。 

なお、これらの実施模様については、ＮＨＫや地元新聞などの各種メデ

ィアにおいて当該地域において広く発信されたところであり、地方の報道

機関との連携による周知広報の効果向上も図ることができた。 

 

⑥Ｗｅｂ広告による周知（新規実施） 

多面的な周知広報活動の一環として、インターネットを活用したＷｅｂ

広告による周知を展開するため、共同通信社と地方新聞会社が共同運営す

る「４７ＮＥＷＳ＆アドネットワーク」のポータルサイトにテキスト広告

を平成２０年１２月１日から７日までの１週間、また、「４７ＮＥＷＳ」

企画特集に同年１２月１日から３１日までの１ヶ月間、それぞれ掲載し、

番号単価の改定や当該番号単価の適用開始の時期等について周知を行っ

た。 

 

（２）問い合わせ対応の実施 

 

関係電気通信事業者及び一般利用者からの問い合わせ等に年間を通じて

支援機関及びコールセンターにおいて対応してきている。コールセンターに

おける問合せ対応状況は、最も多い月（平成２１年１月）で月１００件程度

であり年々減少してきている。 

なお、各事業者における利用者からの問い合わせ等に適切に対処いただく

ために、支援機関において「制度に係る統一スクリプト（Ｑ＆ＡＱ）」のリ

バイスを行うとともに、各事業者による周知広報活動を支援するため、事業

者向けパンフレットのひな形の作成等を行った。 
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３ 支援業務諮問委員会の運営 

 

法第１１３条第２項の規定に基づき支援業務諮問委員会が開催され協会会

長の諮問事項について審議し答申をいただいている。 

 

①第７回支援業務諮問委員会 平成２０年４月２４日（木）開催（書面によ

る審議） 

諮問事項 合算番号単価及び番号単価の修正について 

 

②第８回支援業務諮問委員会 平成２０年９月１８日（木）開催 

諮問事項 番号単価の算定、交付金及び負担金の額等の総務大臣への認

可申請等について 

 

③第９回支援業務諮問委員会 平成２１年２月２４日（火）開催 

諮問事項 平成２１年度事業計画及び収支予算の作成について 

 

なお、１２名の諮問委員の２年間の任期満了（満了時期：平成２０年７月１

８日）に伴う全委員の再任の認可申請を総務大臣に対し平成２０年６月２３日

付けで行い、同年６月２６日付け認可となっているほか、同年６月及び平成２

１年１月に人事異動等に伴う諮問委員の一部変更に係る認可申請を行い、それ

ぞれ申請のとおり認可となっている。 

 

４ 業務執行体制の整備と関係事務の円滑な推進 

 

平成２０年１０月実施の「平成２０年度決算」中間監査（外部監査）におい

て、「支援業務の更なる透明性・的確性を高めるため、日常的な会計経理事務

の処理体制を強化されたい」旨の指摘を受け、平成２０年１１月から会計経理

事務の一部について会計専門家への外部委託を新規に開始し、業務執行体制の

整備強化を図った。 

また、負担金の未納対策等のために顧問弁護士との間でこれまで実施してき

た事例研究の結果について、マニュアル化を前提に取りまとめを行った。 

その他、負担金徴収・交付金交付の円滑化のため関係者との打ち合わせの開

催や関連資料の整備等を行った。 

 

５ 情報公開の実施 
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支援機関の事業計画、収支予算及び決算、交付金の交付及び負担金の徴収状

況及び徴収率、支援業務諮問委員会の審議模様、番号単価の算定など支援機関

の情報に加え、負担対象事業者等のユニバーサルサービス料の設定状況などの

情報をホームページや自動音声・ＦＡＸ案内サービスなどにより行うなど情報

の公開に努めた。 

また、平成２０年１０月実施の「平成２０年度決算」中間監査（外部監査）

において、「電気通信番号数の伸びが鈍化していること等から負担金の徴収額

が予想を下回り、最終算定月が１ヶ月遅れとなることが見込まれる」旨の留意

事項の指摘を受けて、次年度における改定後の番号単価の適用時期の目安とし

ていただくために、平成２０年１１月から「支援機関における毎月の負担金の

徴収状況」に係る情報のホームページへの公開を新規に開始した。 

 

 


